
静岡市特別職報酬等審議会 次第 

 

日時 令和７年 12月 23日（火） 
15時 00分から 

会場 静岡市役所新館17階 171・172 会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録の確認 

３ 議事 

（１）答申内容について 

４ 閉会 

  



静岡市特別職報酬等審議会委員名簿（令和７年度） 
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令和 年 月 日  

 

静岡市長 難波 喬司 様 

 

静岡市特別職報酬等審議会 

会長  板垣 勝彦 

 

特別職の報酬等の額について（答申） 

 

 

 令和７年 11 月 12 日付 07 静総人第 2745 号をもって諮問のあった市長、副市

長、教育長、公営企業管理者及び常勤の監査委員の給料、期末手当及び退職手当

の適正額並びに本市議会議員の報酬、期末手当及び政務活動費の適正額につい

て、本審議会は慎重に審議した結果、次の結論に達したので答申します。 

 

記 

 

１ 市長、副市長、教育長、公営企業管理者及び常勤の監査委員の給料、期末手 

 当及び退職手当の適正額について 

 （１）給料の額は、次のとおり改定することが適当である。 

   市 長  １，２８８，０００円（現行 １，２５０，０００円） 

   副 市 長  ９６９，０００円（現行 ９４０，０００円） 

   教 育 長  ８３７，０００円（現行 ８１２，０００円） 

   公営企業管理者  ８３７，０００円（現行 ８１２，０００円） 

   常勤の監査委員  ６８３，０００円（現行 ６６３，０００円） 

 

 （２）期末手当の額は、次のとおり改定することが適当である。 

     ４．６０月（現行 ４．５５月） 

 

 （３）退職手当の額は、現行のとおり据え置きとすることが適当である。 

 

 

（案） 



２ 本市議会議員の報酬、期末手当及び政務活動費の適正額について 

 （１）報酬の額は、次のとおり改定することが適当である。 

    議 長  ８４９，０００円（現行 ８２４，０００円） 

    副議長  ７５８，０００円（現行 ７３５，０００円） 

    議 員  ６８３，０００円（現行 ６６３，０００円） 

 

  （２）期末手当の額は、次のとおり改定することが適当である。 

     ４．６０月（現行 ４．５５月） 

 

  （３）政務活動費の額は、現行のとおり据え置きとすることが適当である。 

 

 ３ 改定の時期 

   令和８年４月１日から改定することが適当である。 

   ただし、期末手当については、国の特別職や本市一般職との均衡を図るた

め、令和７年 12月１日とすることが適当である。 

 

 ４ 改定理由 

   本審議会は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者及び常勤の監査委員

の給料、期末手当及び退職手当の適正額並びに本市議会議員の報酬、期末手

当の適正額を決定するにあたり、年間総支給額及び一任期総支給額を念頭

に置き、審議を行うこととし、先に市長の適正額を定め、市長の適正額を基

準としてその他特別職の額を決定した。議員については、先に議員の適正額

を定め、議員の適正額を基準として議長及び副議長の額を決定し、最後に政

務活動費についての適正額を決定した。 

   市長は、広範かつ多岐にわたる市政の最重要課題に対し、その重責を全う

し、誠実に、かつ着実に職務を遂行されており、市民や議会からもその職務

に対する高い期待が寄せられているものと認識しており、その給与は、職

務・職責に見合う水準とするべきである。一方で、個別の市政運営に対する

評価を直接的な給与決定の要素とすることは、その評価基準の客観性を確

保することが困難であるから、他の政令指定都市における市長の給与水準

との相対評価により妥当性を担保する必要がある。 

   まず、市長の給料について、市長の給料月額は、平成 19年４月１日の改



定（1,250,000円）以降、現在まで据え置かれているが、一部の委員からは、

本市の人口減少の状況を考慮すると、人口が政令指定都市の中で最も少な

い状況での引き上げには慎重であるべきとの意見や、他の政令指定都市と

の均衡は図れており、据え置きとするべきとの意見が出た。一方で、近年の

急激な物価高騰や、民間における賃金水準の引き上げの状況、本市の人事委

員会勧告に基づく一般職給与の引き上げの状況、本市の財政状況の健全性

が比較的保たれている状況及び静岡県や他の政令指定都市においても近年

特別職の給与の引き上げが実施されている状況に加え、市長の給料の額は、

他の政令指定都市と比較しても決して高い水準ではないという意見が多か

ったことから、本審議会では、市長の給料については、引き上げることが適

当であるとした。 

   引き上げ額については、政令指定都市間で支給額に幅があることから、人

口規模が同程度の政令指定都市における均衡を念頭に置きつつ、本市が 19

年間改定を行っていないため、その間の物価上昇の状況及び他の政令指定

都市の引き上げの状況を考慮して定めることが適当であるとの結論に至っ

た。 

   期末手当については、これまでの本市の改定方法と同様に、国の特別職の

改定状況を踏まえ、本市の一般職の期末勤勉手当の改定月数に準じた改定

をすべきという意見が多かったことから、引き上げることが適当であると

した。 

   退職手当については、据え置くべきという意見が多かったことから、据え

置きが適当であるとした。そのため、退職手当の算定基礎である給料月額の

引き上げ分を反映させることのないよう現行額を支給する規定を設ける必

要がある。 

   そのうえで、副市長、教育長、公営企業管理者及び常勤の監査委員の給料、

期末手当については、市長の答申内容を基準とした引き上げ、退職手当につ

いては、据え置きが適当であるとし、給料の引き上げの額は、これまでの市

長の給料との比率及び他の政令指定都市との均衡等を考慮したうえで決定

した。 

   次に、議員の報酬及び期末手当について、市長の答申を検討する際と同様

の要素を考慮した結果、市長等常勤の特別職と同様に、報酬及び期末手当を

引き上げることが適当であるとし、議長、副議長の報酬、期末手当について



も、議員の答申内容を基準として引き上げることが適当であるとの結論に

至った。 

   最後に、議員の政務活動費については、会派の大小にもよるが、過去の執

行状況において一部返還されている実態から、更なる活動を期待しつつ、据

え置きが適当であるとした。 

 

 ５ 要望 

   本審議会の審議において出した結論は前述のとおりであるが、委員から

の提案を基に、本審議会として次のように要望する。 

（１）特別職の退職手当について、民間企業において役員の退職慰労金が廃

止される傾向にあり、日本社会における給与のあり方（給料、期末手当、

退職手当）というものが変化している現状に鑑みて、特別職の退職手当

制度は恒久的な制度とはいえないことから、他の政令指定都市の状況を

注視しつつ、退職手当の支給そのものの可否を含めた検討を継続してい

くことを要望する。 

（２）議員報酬及び期末手当の額について、今回引上げの答申を行ったとこ

ろであるが、静岡市の議員１人あたりの人口が 13,657 人で、政令指定

都市の中で最も少ない状況である。 

   議員は、市民の視点に立ち、その活動を行うとともに、合理的な議会

運営を実現するため、議会において、議員定数の見直しを含め、様々な

議会改革を推進していただくことを要望する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定試案資料 

（第 3 回静岡市特別職報酬等審議会） 
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1．給料月額・報酬月額の改定試案（改定率） 
 

 

  

改定前 改定後 改定額 改定率

市長 1,250,000 1,288,000 38,000 3.04%

副市長 940,000 969,000 29,000 3.09%

教育長 812,000 837,000 25,000 3.08%

公営企業管理者 812,000 837,000 25,000 3.08%

常勤の監査委員 663,000 683,000 20,000 3.02%

議長 824,000 849,000 25,000 3.03%

副議長 735,000 758,000 23,000 3.13%

議員 663,000 683,000 20,000 3.02%
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2-1．改定試案【市長】 
 

 

  

月例給 期末手当
年間

支給額
退職手当

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額
退職手当

任期

総支給額

支給額 1,250,000 6,825,000 21,825,000 24,000,000 111,300,000 1,288,000 7,109,760 22,565,760 24,000,000 114,263,040

支給月数 - 4.55月 - - - - 4.55月 - - -

改定額 - - - - - 38,000 284,760 740,760 0 2,963,040

改定率（％、月） - - - - - 3.00% 0.05月 3.39% - 2.66%

人口同規模順位 3/6 1/6 2/6 4/6 3/6 3/6 1/6 1/6 4/6 2/6

1,237,587 5,903,875 20,754,915 25,931,013 108,950,672 1,253,087 6,041,654 21,078,694 26,037,093 110,351,871

新潟市 1,174,000 4,367,280 18,455,280 28,739,520 102,560,640 1,200,000 4,464,000 18,864,000 29,376,000 104,832,000

相模原市 1,322,720 6,400,547 22,273,187 22,675,200 111,767,948 1,322,720 6,494,672 22,367,312 22,675,200 112,144,448

静岡市 1,250,000 6,825,000 21,825,000 24,000,000 111,300,000 1,288,000 7,109,760 22,565,760 24,000,000 114,263,040

浜松市 1,277,000 6,238,145 21,562,145 20,000,000 106,248,580 1,306,000 6,445,110 22,117,110 20,000,000 108,468,440

岡山市 1,194,800 6,595,296 20,932,896 30,624,000 114,355,584 1,194,800 6,666,984 21,004,584 30,624,000 114,642,336

熊本市 1,207,000 4,996,980 19,480,980 29,547,360 107,471,280 1,207,000 5,069,400 19,553,400 29,547,360 107,760,960

静

岡

市

人

口

同

規

模

都

市

改定案

人口同規模都市平均

現行

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、令和７年

度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）及び期末手当の引

上げを反映したものです。）
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2-2．改定試案【副市長】 
 

 

  

月例給 期末手当
年間

支給額
退職手当

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額
退職手当

任期

総支給額

支給額 940,000 5,132,400 16,412,400 11,280,000 76,929,600 969,000 5,348,880 16,976,880 11,280,000 79,187,520

支給月数 - 4.55月 - - - - 4.55月 - - -

改定額 - - - - - 29,000 216,480 564,480 0 2,257,920

改定率（％、月） - - - - - 3.00% 0.05月 3.44% - 2.94%

人口同規模順位 5/6 2/6 3/6 4/6 3/6 3/6 1/6 2/6 4/6 3/6

960,120 4,569,324 16,090,764 12,376,075 76,739,129 972,120 4,675,426 16,340,866 12,435,387 77,798,849

新潟市 948,000 3,526,560 14,902,560 15,334,848 74,945,088 970,000 3,608,400 15,248,400 15,690,720 76,684,320

相模原市 1,037,120 5,018,549 17,463,989 13,334,400 83,190,356 1,037,120 5,092,350 17,537,790 13,334,400 83,485,560

静岡市 940,000 5,132,400 16,412,400 11,280,000 76,929,600 969,000 5,348,880 16,976,880 11,280,000 79,187,520

浜松市 928,000 4,533,280 15,669,280 10,000,000 72,677,120 949,000 4,683,315 16,071,315 10,000,000 74,285,260

岡山市 947,600 5,230,752 16,601,952 13,248,000 79,655,808 947,600 5,287,608 16,658,808 13,248,000 79,883,232

熊本市 960,000 3,974,400 15,494,400 11,059,200 73,036,800 960,000 4,032,000 15,552,000 11,059,200 73,267,200

現行 改定案

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、令和７年

度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）及び期末手当の引

上げを反映したものです。）

静

岡

市

人口同規模都市平均

人

口

同

規

模

都

市
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2-3．改定試案【教育長】 
 

 

  

月例給 期末手当
年間

支給額
退職手当

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額
退職手当

任期

総支給額

支給額 812,000 4,433,520 14,177,520 4,384,800 46,917,360 837,000 4,620,240 14,664,240 4,384,800 48,377,520

支給月数 - 4.55月 - - - - 4.55月 - - -

改定額 - - - - - 25,000 186,720 486,720 0 1,460,160

改定率（％、月） - - - - - 3.00% 0.05月 3.43% - 3.11%

人口同規模順位 3/6 1/6 1/6 4/6 1/6 2/6 1/6 1/6 4/6 1/6

783,887 3,592,375 12,999,021 4,399,067 43,396,130 793,887 3,678,042 13,204,688 4,420,883 44,034,947

新潟市 822,000 3,057,840 12,921,840 5,977,584 44,743,104 840,000 3,124,800 13,204,800 6,108,480 45,722,880

相模原市 819,840 3,967,146 13,805,226 5,270,400 46,686,078 819,840 4,025,486 13,863,566 5,270,400 46,861,098

静岡市 812,000 4,433,520 14,177,520 4,384,800 46,917,360 837,000 4,620,240 14,664,240 4,384,800 48,377,520

浜松市 766,000 3,741,910 12,933,910 3,600,000 42,401,730 783,000 3,864,105 13,260,105 3,600,000 43,380,315

岡山市 768,483 3,393,734 12,615,530 1,498,815 39,345,405 768,483 3,430,622 12,652,418 1,498,815 39,456,069

熊本市 715,000 2,960,100 11,540,100 5,662,800 40,283,100 715,000 3,003,000 11,583,000 5,662,800 40,411,800

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、令

和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）及び

期末手当の引上げを反映したものです。）

現行 改定案

静

岡

市

人口同規模都市平均

人

口

同

規

模

都

市
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2-4．改定試案【公営企業管理者】 
 

 

  

月例給 期末手当
年間

支給額
退職手当

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額
退職手当

任期

総支給額

支給額 812,000 4,433,520 14,177,520 5,846,400 62,556,480 837,000 4,620,240 14,664,240 5,846,400 64,503,360

支給月数 - 4.55月 - - - - 4.55月 - - -

改定額 - - - - - 25,000 186,720 486,720 0 1,946,880

改定率（％、月） - - - - - 3.00% 0.05月 3.43% - 3.11%

人口同規模順位 1/5 1/5 1/5 3/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3/5 1/5

767,773 3,502,541 12,715,819 5,594,283 56,457,559 779,773 3,593,673 12,950,952 5,629,188 57,432,995

新潟市 802,000 2,983,440 12,607,440 7,776,192 58,205,952 820,000 3,050,400 12,890,400 7,950,720 59,512,320

相模原市 - - - - - - - - - -

静岡市 812,000 4,433,520 14,177,520 5,846,400 62,556,480 837,000 4,620,240 14,664,240 5,846,400 64,503,360

浜松市 766,000 3,741,910 12,933,910 4,800,000 56,535,640 783,000 3,864,105 13,260,105 4,800,000 57,840,420

岡山市 743,866 3,393,734 12,320,126 1,998,421 51,278,925 743,866 3,430,622 12,357,014 1,998,421 51,426,477

熊本市 715,000 2,960,100 11,540,100 7,550,400 53,710,800 715,000 3,003,000 11,583,000 7,550,400 53,882,400

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、令

和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）及び

期末手当の引上げを反映したものです。）

現行 改定案
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2-5．改定試案【常勤の監査委員】 
 

 

  

月例給 期末手当
年間

支給額
退職手当

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額
退職手当

任期

総支給額

支給額 663,000 3,619,980 11,575,980 4,773,600 51,077,520 683,000 3,770,160 11,966,160 4,773,600 52,638,240

支給月数 - 4.55月 - - - - 4.55月 - - -

改定額 - - - - - 20,000 150,180 390,180 0 1,560,720

改定率（％、月） - - - - - 3.00% 0.05月 3.37% - 3.06%

人口同規模順位 4/6 1/6 3/6 4/6 4/6 4/6 1/6 3/6 4/6 3/6

692,228 3,235,337 11,542,071 4,712,244 50,880,528 700,895 3,309,978 11,720,712 4,730,604 51,613,450

新潟市 778,000 2,707,440 12,043,440 5,041,440 53,215,200 795,000 2,766,600 12,306,600 5,151,600 54,378,000

相模原市 742,560 3,593,194 12,503,914 5,304,000 55,319,656 742,560 3,646,034 12,556,754 5,304,000 55,531,016

静岡市 663,000 3,619,980 11,575,980 4,773,600 51,077,520 683,000 3,770,160 11,966,160 4,773,600 52,638,240

浜松市 655,000 3,199,674 11,059,674 4,100,000 48,338,696 670,000 3,306,450 11,346,450 4,100,000 49,485,800

岡山市 614,807 3,393,734 10,771,418 1,998,421 45,084,093 614,807 3,430,622 10,808,306 1,998,421 45,231,645

熊本市 700,000 2,898,000 11,298,000 7,056,000 52,248,000 700,000 2,940,000 11,340,000 7,056,000 52,416,000

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、令

和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）及び

期末手当の引上げを反映したものです。）

静
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市

人口同規模都市平均

人
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同

規

模

都

市

現行 改定案
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2-6．改定試案【議長】 
 

 

月例給 期末手当
年間

支給額

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額

任期

総支給額

支給額 824,000 4,499,040 14,387,040 57,548,160 849,000 4,686,480 14,874,480 59,497,920

支給月数 - 4.55月 - - - 4.55月 - -

改定額 - - - - 25,000 187,440 487,440 1,949,760

改定率（％、月） - - - - 3.00% 0.05月 3.39% 3.39%

人口同規模順位 4/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

820,667 3,938,338 13,786,338 55,145,352 830,833 4,019,045 13,989,045 55,956,179

新潟市 786,000 2,923,920 12,355,920 49,423,680 804,000 2,990,880 12,638,880 50,555,520

相模原市 830,000 4,152,074 14,112,074 56,448,296 830,000 4,152,074 14,112,074 56,448,296

静岡市 824,000 4,499,040 14,387,040 57,548,160 849,000 4,686,480 14,874,480 59,497,920

浜松市 803,000 3,922,654 13,558,654 54,234,616 821,000 4,051,635 13,903,635 55,614,540

岡山市 850,000 4,692,000 14,892,000 59,568,000 850,000 4,743,000 14,943,000 59,772,000

熊本市 831,000 3,440,340 13,412,340 53,649,360 831,000 3,490,200 13,462,200 53,848,800

静

岡

市

人口同規模都市平均

人

口

同

規

模

都

市

現行 改定案

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、

令和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）

及び期末手当の引上げを反映したものです。）



- 8 - 

 

 

2-7．改定試案【副議長】 
 

 

月例給 期末手当
年間

支給額

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額

任期

総支給額

支給額 735,000 4,013,100 12,833,100 51,332,400 758,000 4,184,160 13,280,160 53,120,640

支給月数 - 4.55月 - - - 4.55月 - -

改定額 - - - - 23,000 171,060 447,060 1,788,240

改定率（％、月） - - - - 3.00% 0.05月 3.48% 3.48%

人口同規模順位 4/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

738,667 3,543,655 12,407,655 49,630,619 747,833 3,616,490 12,590,490 50,361,959

新潟市 707,000 2,630,040 11,114,040 44,456,160 723,000 2,689,560 11,365,560 45,462,240

相模原市 746,000 3,731,864 12,683,864 50,735,456 746,000 3,731,864 12,683,864 50,735,456

静岡市 735,000 4,013,100 12,833,100 51,332,400 758,000 4,184,160 13,280,160 53,120,640

浜松市 717,000 3,502,544 12,106,544 48,426,176 733,000 3,617,355 12,413,355 49,653,420

岡山市 770,000 4,250,400 13,490,400 53,961,600 770,000 4,296,600 13,536,600 54,146,400

熊本市 757,000 3,133,980 12,217,980 48,871,920 757,000 3,179,400 12,263,400 49,053,600

静
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市

人口同規模都市平均
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模
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現行

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、

令和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）

及び期末手当の引上げを反映したものです。）

改定案
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2-8．改定試案【議員】 
 

 

月例給 期末手当
年間

支給額

任期

総支給額
月例給 期末手当

年間

支給額

任期

総支給額

支給額 663,000 3,619,980 11,575,980 46,303,920 683,000 3,770,160 11,966,160 47,864,640

支給月数 - 4.55月 - - - 4.55月 - -

改定額 - - - - 20,000 150,180 390,180 1,560,720

改定率（％、月） - - - - 3.00% 0.05月 3.37% 3.37%

人口同規模順位 4/6 2/6 3/6 3/6 3/6 2/6 2/6 2/6

674,667 3,234,647 11,330,647 45,322,589 683,000 3,300,675 11,496,675 45,986,699

新潟市 659,000 2,451,480 10,359,480 41,437,920 674,000 2,507,280 10,595,280 42,381,120

相模原市 682,000 3,411,704 11,595,704 46,382,816 682,000 3,411,704 11,595,704 46,382,816

静岡市 663,000 3,619,980 11,575,980 46,303,920 683,000 3,770,160 11,966,160 47,864,640

浜松市 648,000 3,165,480 10,941,480 43,765,920 663,000 3,271,905 11,227,905 44,911,620

岡山市 710,000 3,919,200 12,439,200 49,756,800 710,000 3,961,800 12,481,800 49,927,200

熊本市 686,000 2,840,040 11,072,040 44,288,160 686,000 2,881,200 11,113,200 44,452,800

※令和８年４月１日時点の改定後額（人口同規模都市の額についても、

令和７年度開催の各都市の報酬等審議会の答申結果（新潟市、浜松市）

及び期末手当の引上げを反映したものです。）
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